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�　労働相談の受理形態等の��

　(1)　受理形態

�13　受理形態別労働相談件�

［　］は構成比　

※「出張相談は、街頭労働相談や定例出張相談などで担当職員が出張して受けた相談。

　「その他」は、手紙・ファックス等による相談。

　(2)　所要時間

�14　所要時間別労働相談件�

［　］は構成比　

　(3)　夜間（平日の５時～８時）労働相談

�15　労使別・受理形態別夜間労働相談件�

［　］は構成比　

電　話

3,972件

［1.3］［63.1］ ［17.8］

81件

［61.1］ ［9.1］

その他

労　　使　　別　 受　理　形　態　別

来　所その他

　電話による相談が31,890件（61.1％）と最も多く、次いで直接訪れての来所相談
が12,895件（24.7％）となっている。

出　張

52,196件

［100.0］

52,196件

［100.0］

［24.7］

　労働相談の１件当たりの平均所要時間は約21分となっており、８割弱の相談が30
分以内に終了しているが、所要時間が「１時間以上」に及ぶ相談も１割近くある。

１時間以上30分～１時間未満

［5.1］

30分未満

6,293件 1,118件

［17.8］［100.0］

1,122件

労働者

5,037件

［80.0］

使用者
合　計

1,013件

［16.1］

243件

［3.9］

　月曜～金曜の毎日午後８時まで、「東京都ろうどう１１０番」による電話相談に
加え、労働相談情報センター（飯田橋）及び国分寺、八王子事務所で、所ごとに曜
日を設定し、事前予約制による来所相談を実施している。

4,863件

［ 9.3］

6,816件

［13.1］［77.6］

40,517件

そ の 他出　　張

31,890件 4,763件2,648件

電　　話合　　計 来　　所

合　　計

12,895件
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　(4)　土曜労働相談

�16　労使別�受理形態別土曜労働相談件数

［　］は構成比　

電　話使用者 その他 その他来　所

［100.0］

1,541件 58件412件

［94.0］ ［3.1］ ［2.9］ ［20.5］ ［76.6］ ［2.9］

1,891件 62件 58件

労働者

受　理　形　態　別労　　使　　別
合　計

2,011件

　平日に労働相談を受けられない利用者のために、飯田橋に窓口を設置して、土曜
労働相談を実施している。
　この土曜労働相談の22年度の受理件数は、2,011件となり、前年度（1,751件）よ
り14.8％増加した。
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